
R6.3

１．事業所運営の基本

達成できてないと判断した理由

1 職員会議 A 5 短時間勤務の職員もあり全員での会議は出来ていない。

2 指導助言の嫉視体制 B 4 専門職の助言を受けていない。

3 個人情報の適切な取扱い A 5 記録の記載は、一人一人に指導している。

２．子供の発達援助

達成できてないと判断した理由

4 保育課程 A 6

5 指導計画 A 5 計画の評価は全員ではなく指導保育教諭がおこなっている。

6 理解と受容 A 6

7 さまざまな人との交流 A 5 保護者に対して、交流の意義は説明していない。

8 先入観等を植え付けない配慮 B 4 園内での研修は行っていない。

9 健康状態の把握 A 6

10 健康診断等の実施 A 6

11 食事環境の整備 A 6

12 食育の推進 A 6

13 子どもの状況に応じた食事の提供 A 5 除去食は個々に対応している。

14 家庭との連携 A 5 コロナ5類になっても、給食試食は取りやめている。

15 空間の確保 A 6

16 設備・環境 A 6

17 保育環境の整備 A 6

18 社会的なルールや態度の獲得 A 5 バスや電車に乗る機会がない。

19 表現活動 A 6

20 人間関係 A 6

21 乳児保育 A 6

22 ⾧時間保育 A 6

23 障害児保育 B 4 バリアフリーではない。

項目 評価

（１）発達援助の基本

（２）健康管理・食事

（３）保育環境

（４）保育内容

明和保育園 自己評価票（認定こども園サービス編）

項目 評価

（１）サービスの質の確保



３．子育て支援

達成できてないと判断した理由

24 信頼関係の構築 A 5 保護者懇談会を実施していない。

25 保護者等の連携、共有 A 5 保護者にアンケートを取っていない。

26 相談・情報提供 B 4 相談に応じてはいるが、資料を提供できていない。

27 不適切な養育に対する支援 A 5 対象者がいなかった。

28 虐待等への対応 A 5 マニュアルを作成していない。

４．子どもの安全

達成できてないと判断した理由

29 食中毒・感染症対策 A 6

30 事故・天災への対応 A 6

31 不審者対策 A 5 警察とは研修を行っていない。

５．地域との関わり

達成できてないと判断した理由

32 関係機関との連携協力 A 6

33 地域の子育て支援 A 6

34 一時保育 A 6

 ※広島県福祉サービス第三者評価推進委員会が出している自己評価票に基づき行っている。

  各項目に５質問設置してあり、最重要の１つを２点、他を１点とし６点満点とする。評価はA～Dの４段階となる。

項目 評価

（１）安全・事故防止

項目 評価

（１）関係機関および地域との連携

（１）保護者等への支援

項目 評価



R6.3

１．福祉サービスの基本方針と組織（法人又は事務所）

達成できてないと判断した理由

1 理念・基本方針の確立 A 6

2 理念・基本方針の周知 A 6

3 中・⾧期的なビジョンと計画の明確化 A 6

4 適切な事業計画策定 A 6

5 管理者の役割と責任の明確化 A 6

6 リーダーシップの発揮 A 6

２．組織（法人または事業所）の運営管理

達成できてないと判断した理由

7 経営環境の変化等への対応① A 6

8 経営環境の変化等への対応② A 5 公認会計士・税理士を入れていない。

9 人事管理の体制整備 A 6

10 職員の就業状況への配慮 A 6

11 職員の質の向上に向けた体制 A 5 新任職員を指導しているが、カリキュラム化はされていない。

12 実習生の受け入れ A 5 実習指導内容は大学、学生と協議して決める為マニュアルがない。

13 子どもの安全確保 A 6

14 設備環境 A 5 面接室としての個室が無い。

15 環境衛生 A 6

16 地域との関係 B 4 ボランティア希望が無い。

17 制度に関する意見・以降の伝達 A 6

18 財務諸表の公開 A 6

（３）安全管理

（５）地域との交流と連携

（４）設備環境

（６）事業の経営・運営

項目 評価

評価

（１）経営状況の把握

（２）人材の確保・養成

項目

明和保育園 自己評価票（管理運営編）

（１）理念・基本方針

（２）計画の策定

（３）管理者（施設⾧）の責任とリーダーシップ



３．適切な福祉サービスの実施

達成できてないと判断した理由

19 子どもを尊重する姿勢① A 6

20 子どもを尊重する姿勢② A 5 面接室としての個室が無い。

21 保護者の意向の尊重 D 1 保護者とは、個々に話をし、データはとっていない。

22 意見を述べやすい体制の確保① B 4 意見箱やアンケートは行っていない。

23 意見を述べやすい体制の確保② A 6

24 意見を述べやすい体制の確保３➂ B 4 意見等に対応するマニュアルが無い。

25 質の向上に向けた組織的な取り組み A 5 第三者評価を受審していない。

26 標準的な実施方法の確立 A 6

27 サービス実施状況の記録 A 6

28 記録の管理と開示 A 6

29 サービス提供の開始① A 6

30 サービス提供の開始② A 6

31 利用契約の解約・利用終了後の対応 A 6

32 サービスの継続性への配慮 A 5 保育終了後の担当や窓口を明示していない。

 ※広島県福祉サービス第三者評価推進委員会が出している自己評価票に基づき行っている。

  各項目に５質問設置してあり、最重要の１つを２点、他を１点とし６点満点とする。評価はA～Dの４段階となる。

（１）利用者本位の福祉サービス

（２）サービす・支援内容の質の確保

項目 評価
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